
障がい福祉サービス事業者等における事故発生時の報告の取扱い（岡崎市） 

１ 対象 

 ＜障害者総合支援法＞ 

障がい福祉サービス事業者、障がい者支援施設設置者、地域相談支援事業者、計画相

談支援事業者、移動支援事業者、日中一時支援事業者、地域活動支援センター設置者、

福祉ホーム設置者 

 ＜児童福祉法＞ 

  障がい児通所支援事業者、障がい児入所施設設置者、障がい児相談支援事業者 

（以下、「事業者等」という。） 

 

２ 報告を要する事故等 

  事業者等は、次の①～④の場合、報告を要する。 

報告事項区分 報告内容説明 

① 

サービスの提供に

よる利用者のケガ

又は死亡事故の発

生 

・ケガの程度は外部の医療機関で治療（施設内の同程度の

治療を含む。）を受けた場合とする。事業者側の過失の

有無を問わない。 

※ 擦過傷や打撲など比較的軽易なケガは除く。 

・上記以外、ケガにより利用者とトラブルが発生すること

が予測される場合や利用者に見舞金や賠償金を支払っ

た場合とする。 

・「サービスの提供による」とは、送迎、通院中も含むも

のとする。 

・利用者が病気等により死亡した場合であっても後日トラ

ブルが生じる可能性が認められるものは報告するもの

とする。 

② 
食中毒及び感染症

の発生 

・疥癬、インフルエンザ、結核、ノロウイルス、その他の

感染症（食中毒含む）が発生した場合とする。 

※ 感染症集団発生報告書の提出対象となる以下ア～ウ

の場合に限る。（保健所生活衛生課にも一報するこ

と） 

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれら

によると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内

に2名以上発生した場合。 

イ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれら

によると疑われる者が、10名以上又は全利用者の半

数以上発生した場合。 

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発



生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設

長が報告を必要と認めた場合。 

・関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従う

ものとする。 

③ 

職員（役員、従業

者）の法令違反、不

祥事件等の発生 

・利用者の処遇に影響があるものとする。 

（例：利用者からの預かり金の横領等） 

※役員の法令違反については利用者の処遇に影響がある

ものに限られない。また、当該役員がサービス提供に従事

していたかは問わない。 

※法令違反とは罰金以上の刑に処せられるものをいう。 

④ 

その他、報告が必

要と認められる事

故・事態の発生 

・例：利用者等の保有する財産を滅失させた。 

例：サービス提供中に行方不明になった。 

例：利用者・家族等に関する個人情報を紛失・漏洩した。 

例：重大な生命・身体事故等が発生するおそれのあるも

の（火災、使用中遊具の支柱が折れて著しい危険が生じた

など） 等 

３ 報告の方法 

事業者等は、事故等が発生した場合、速やかに「障がい福祉サービス事業者等事故等

報告書」を提出する。 

※ 報告先で既に定められた様式がある場合は、それを用いても差し支えない。 

※ 急を要する場合は、電話にて第一報を報告すること。 

※ 必要に応じ、その後の経過について、順次報告すること。 

４ 報告先 

事業者等は、事故等が発生した場合、次に掲げる機関へ報告をする。  

① 事業者等を指定する県又は市町村 

② 利用者の支給決定をしている市町村 

③ 事業所が所在する市町村 

※ 個人情報の取扱いに十分注意すること。 

 

５ 本市の連絡・報告先（障がい福祉課施策係） 

  【第一報連絡先】 

  電話：０５６４-２３-６１６５ 

  【事故報告書報告先】 

  郵送：〒444-8601 岡崎市十王町二丁目９番地 

     岡崎市役所福祉部障がい福祉課施策係 

  メール：shogai@city.okazaki.lg.jp 


